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北欧の風道の駅とうべつのアトリウムの様子【７月 20 日撮影】

『北欧の風道の駅とうべつ』の
　　　　　指定管理者の指定可決

････ p. ２
当別町農業委員会委員の任命同意



議会だより2 No.190

臨時会

平成 29年第２回当別町議会臨時会
（日程　４月 28日）　傍聴人数　０名

平成 29年第３回当別町議会定例会
（日程　６月 14日～６月 21日）　傍聴人数　39名

道の駅の指定管理者の指定

農業委員会委員の任命

【専決処分】

■平成 28 年度一般会計補正予算（第７号）

　補正額　　　　　　　　　　　　　8,708 万円 ( 増 )

　平成 28 年度総額　　　　　 101 億 1,318 万円

　《主な補正内容》

　○まちづくり基金積立金　　  　　4,389 万円

　○財政調整基金積立金　　　  　　4,319 万円

▲

全会一致により承認

■当別町税条例の一部改正

▲

全会一致により承認

■当別町都市計画税条例の一部改正

▲

全会一致により承認

■当別町国民健康保険税条例の一部改正

▲

全会一致により承認

■和解及び損害賠償額の決定について

▲

全会一致により承認

【補正予算】

■平成 29 年度国民健康保険特別会計補正予算

　（第１号）

　補正額　　　　　　　　    　　　6,705 万円 (増 )

　平成 29 年度総額　　　　　  25 億 4,748 万円

▲

全会一致により可決

【契約】

■（仮称）当別町道の駅建設工事（外構その４）

　請負契約について

▲

全会一致により可決

■（仮称）当別町道の駅建設工事備品購入（道の

　駅棟）契約について

▲

全会一致により可決

■当別町地域間交流拠点施設に係る指定管理者の

　指定について

　○指定する団体

　　株式会社 t
トゥビィー

obe　代表取締役　増輪　肇

▲

全会一致により可決

■当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関す

　る条例の一部改正

　○道の駅登録に伴い施設の名称を変更

　　〈変更前〉当別町地域間交流拠点施設

　　〈変更後〉北欧の風　道の駅とうべつ

▲

全会一致により可決

■農業委員会委員の任命について

　○稲村勝俊氏

主な質疑（島田議員）

今までは選挙制と市町村の任命制の併用であり、今回

から、町長が全ての委員を任命する制度に見直された。

農業者のアンケートには、農業委員会の活動が見えな

い、活動が低調である、などの批判があり、政府はもっ

と機動的な体制にすべきという観点から今回見直され

たものと私は承知している。町長は、今回の制度改正

の趣旨について、どのような認識を持っているのか。

次に、制度が変わり、町長が全て任命するようになり、

議会の同意を得るということが公平性、中立性を保つ

担保であると考えるが、推薦された方と推薦した６人

全てが町議会議員であり、議員を委員に選任し、公平性、

中立性は担保されるのか。

（町長）

今回の制度改正については、島田議員がご説明された

ことと、それに多少説明を加えると、若い方や女性を

入れなさいという新たな施策が盛り込まれている。次

に、任命については、今回推薦された方も推薦した方

も一町民であると認識している。また、議会議員が個

人における立場で応募することや議員を含む有志の推

薦を受けることに関しては、何ら妨げるものではない

という見解も示されている。

（島田議員）

ここにいる議長を除く 13 名の議員のうち、議会の同意

を得るには７名必要で、議決する立場の議員６名が推

薦者となり、一個人であるから何ら問題はないとして

も、私は、そうすべきではないと考えている。法律で

は、委員には、青年や女性を積極的に登用すべきとなっ

ているが、町長は、そのような動きを本当にしたのか。

（町長）

趣旨に従えば、若い人や女性が委員になってもらいた

いという願望はあるが、組織的または個人的に、どな

たかに声をかけることはできないので、条例で定めた

ルールの中で着々と進めてきた。

（島田議員）

今まで農業者の選挙で選ばれていた人を今回から町長が

全て任命し議会が同意するということは、選挙されてい

た方の権利全てを議会と町長が公平性や中立性を担保す

る重大な責任がある。議会で議決するということは、非

常に大きな意味がある。議員が議員を推薦し、本当に町

民は理解できるのか、私は、非常に苦しい説明であると

思っている。この件については、同意できない。
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定例会

反対討論（澁谷議員）

議会推薦ではないが、実質的に６人の議員の連名によ

る推薦は、それと同じように感じる。可能であれば、

農業者の中から、なおかつ、女性や青年の農家の方た

ちを大いに活用して選出するという制度の趣旨から

いっても、今回の提案については、賛成できない。

賛成討論（岡野議員）

稲村議員は、長きにわたり農業に携わり、町内会長も

長くされた。土地改良区で理事としても長く務められ

ている。地域に貢献し、農業に対する識見も広く、委

員として何ら問題がない。

反対討論（島田議員）

今回議決されれば、３年後の改選のときも同じように

色々な会派から推薦されると思う。私は、そのような

提案は絶対すべきではない、そして、そういう前例は

作るべきではないと思っている。

賛成討論（古谷議員）

推薦及び応募の方法やその資格について何ら問題はな

く、最適人者であると思う。農業委員として、当別町農

業のために十分能力を発揮してくれると確信している。

※上記以外の賛成討論

（山﨑議員、山田議員、市川議員、佐藤議員）

▲

賛成多数により同意

■農業委員会委員の任命について　15 件

　○吉成賢二氏　　○狩野菊恵氏　　○岸本辰彦氏

　○古熊健一氏　　○青山眞士氏　　○且見英和氏

　○才田利幸氏　　○菊田実氏　　　○泉和浩氏

　○佐々木章史氏　○山田裕一氏　　○重原昌章氏

　○石田秀人氏　　○秋吉稔之氏　　○森本茂氏　

　（※氏名は議案順）　　　　

▲

全会一致により同意

【専決処分】

■和解及び損害賠償額の決定について　２件

▲

全会一致により承認

【補正予算】

■一般会計補正予算（第１号）

　補正額　　　　　　　　    　　1,568万円(増)

　平成 29 年度総額　　　　　93 億 6,358 万円

　《主な補正内容》

　○分収造林地整備業務委託　　　　272 万円

　○当別町本通商店街街路灯ＬＥＤ化工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　490 万円

　○北栄団地修繕工事　　　　　　　331 万円

▲

全会一致により可決

■国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

　補正額　　　　　　　　　　 　 1,462万円(増)

　平成 29 年度総額       　 25 億 6,209 万円

▲

全会一致により可決

【条例の一部改正】

■当別町都市公園条例の一部改正

▲

全会一致により可決

【人事案件】

■固定資産評価員の選任について

▲

全会一致により同意

【契約】

■除雪グレーダ購入契約について

▲

全会一致により可決

【その他】

■平成 28 年度一般会計繰越明許費繰越計算書について

▲

全会一致により承認

【陳情】

■若者の人口流失を防ぎ、地域活性化を実現するた

　め、「最低賃金の大幅引き上げ、全国一律制の確

　立を国に求める意見書」の提出を求める陳情

〈陳情団体〉

札幌地区労働組合総連合　　　議長　　赤坂　正信

〈総務文教常任委員会へ付託〉

▲

継続審議

■労働組合運動を萎縮させ、市民監視社会につなが

　る「共謀罪」の「慎重審議と現行法でのテロ対策

　強化を求める意見書」の提出を求める陳情

〈陳情団体〉

札幌地区労働組合総連合　　　議長　　赤坂　正信

〈総務文教常任委員会へ付託〉

●総務文教常任委員会の不採択の報告書について

反対討論（鈴木議員）

地方自治法 124 条には、議会に請願の受理権を認めた

規定があり、その意義を尊重し、請願、陳情を誠実に

処理することが望ましいのではないか。そのことを要

望し、反対討論とする。

▲

賛成多数により不採択

■「テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）」法案の慎重

　審議を求める意見書の採択を求める陳情書

〈陳情団体〉

当別町農民同盟　　　　　　　委員長　堀　　梅治

公益社団法人北海道勤労者医療協会当別社員支部

　　　　　　　　　　　　　　支部長　今野　一三六

新日本婦人の会当別支部　　　支部長　佐藤　美智子

全日本年金者組合当別支部　　支部長　相馬　ひろ子

太美地域社会保障勉強会　　　会長　　菊地　眞生

〈総務文教常任委員会へ付託〉

●総務文教常任委員会の不採択の報告書について

反対討論（鈴木議員）

※詳細については、前出の陳情の反対討論に同じ。

▲

賛成多数により不採択

■「森友学園」並びに「加計学園」問題の徹底した

　国会審議で疑惑解明を求める意見書の採択を求め

　る陳情書

〈陳情団体〉　　

太美地域社会保障勉強会　　　会長　　菊地　眞生

公益社団法人北海道勤労者医療協会当別社員支部

　　　　　　　　　　　　　　支部長　今野　一三六
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定例会

総務文教常任委員会
〈所管事項〉

総務部、企画部、出納室、監査委員、
選挙管理委員会、教育委員会

産業厚生常任委員会
〈所管事項〉

住民環境部、福祉部、経済部、
建設水道部、農業委員会

議会運営委員会 議会広報特別委員会

新 し い 委 員 会 構 成

写真左から、古谷陽一委員、澁谷俊和委員、

山田明委員長、秋場信一副委員長、

岡野喜代治委員、山﨑公司委員、五十嵐信子委員

写真左から、山田明委員、石川和榮委員、

稲村勝俊委員長、山﨑公司副委員長、

髙谷茂委員、澁谷俊和委員、岡野喜代治委員

写真左から、佐藤立委員、島田裕司委員、

鈴木岩夫委員、石川和榮委員長、

市川正副委員長、稲村勝俊委員、髙谷茂委員

写真前列左から、古谷陽一委員長、佐藤立副委員長、

後列左から、五十嵐信子委員、秋場信一委員、

鈴木岩夫委員

２年の任期が終わり、平成 29 年第３回定例会において、各委員会の構成替えが行われました。

新日本婦人の会当別支部　　　支部長　佐藤　美智子

全日本年金者組合当別支部　　支部長　相馬　ひろ子

当別町農民同盟　　　　　　　委員長　堀　　梅治

〈総務文教常任委員会へ付託〉

▲

継続審議

■障害者の家族による介護の負担軽減と「親亡き後」

　遺された障害者が安心して生きていくために必要

　な社会資源の拡充を国に求める意見書の提出を求

　めることについての陳情書　

〈陳情団体〉

障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会

会長　片石　松蔵

〈産業厚生常任委員会へ付託〉

▲

継続審議

■「自家用車を利用したライドシェア解禁の慎重な

審議を求める意見書」の提出を求める陳情

〈陳情団体〉

自交総連北海道地方連合会　 執行委員長　渡辺　聡

〈産業厚生常任委員会へ付託〉

▲

継続審議

■子ども医療費助成制度の拡充を求める陳情書

〈陳情団体〉

当別町農民同盟　　　　　　　委員長　堀　　梅治

公益社団法人北海道勤労者医療協会当別社員支部　　

　　　　　　　　　　　　　　支部長　今野　一三六

新日本婦人の会当別支部　　　支部長　佐藤　美智子

全日本年金者組合当別支部　　支部長　相馬　ひろ子

太美地域社会保障勉強会　　　会長　　菊地　眞生

〈産業厚生常任委員会へ付託〉

▲

継続審議

■町内の夜間休日の診療体制の充実を求める陳情書

〈陳情団体〉

公益社団法人北海道勤労者医療協会当別社員支部　　

　　　　　　　　　　　　　　支部長　今野　一三六

全日本年金者組合当別支部　　支部長　相馬　ひろ子

当別町農民同盟　　　　　　　委員長　堀　　梅治

新日本婦人の会当別支部　　　支部長　佐藤　美智子

太美地域社会保障勉強会　　　会長　　菊地　眞生

〈産業厚生常任委員会へ付託〉

▲

継続審議
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委員会報告

総務文教常任委員会〈主な質疑内容〉

【６月 15 日】第３回定例会関係

総務文教常任委員会町内所管事務調査(４月27日 )
道の駅建設現場視察

野菜などの直売所を視察している様子道の駅の外観 センターハウスを視察している様子

〈企画部〉

[道の駅指定管理者 ]

Ｑ　将来、tobe は役場内からの

事務所移転を考えているのか。

Ａ　現在、道の駅が完成していな

いため、役場内に置いている。建

物の引渡しが終わり、事務所の移

転が完了したら、住所変更の手続

きを行いたい。

Ｑ　債務負担行為限度額の約

4,000 万円について、算出根拠は

あるのか。　

Ａ　指定管理料の積算について

は、推計による売上、収入、それ

に対する支出、例えば施設の維持

管理にかかる経費などを積算し

て、経費に対する収入の差額を指

定管理料として設定している。

Ｑ　売上に対する収入の積算の仕

方は。

Ａ　売上に対して、それぞれの施

設をテナントとして貸すことを前

提に積算している。積算は、テナン

トの売上に対して８％を収入とし

てもらう。共益費として坪当たり月

4,500 円をそれぞれのスペースに経

費を乗じ、収入としていただく。

Ｑ　共益費は通路や共同で使う所

も含まれるのか。

Ａ　実際に占用される坪に対して

の金額である。

[ 公共施設のあり方・町営住宅 ]

Ｑ　今後の当別町公共施設（建築

物）に関するあり方についての資

料では、町営住宅のひまわり団地

が載っているが、末広団地や東町

団地は、ひまわり団地以前から建っ

ているのに、載っていない。なぜか。

Ａ　団地全体については、別紙に

すべての施設を取りまとめた一覧

を載せている。この中には、団地

は改修が必要なものとして記載し

ている。例えば 98 番みずほ団地

から 183 番末広団地まで各棟に分

けて記載している。これは住宅マ

スタープランに基づいて、現在進

めており、方向性について所管の

意見欄に載せている。190 施設す

べては記載できないので、具体的

な主な例として取り上げ、詳細は

別表に取りまとめている。

Ｑ　用途廃止、解体が必要なもの

として、ひまわり団地だけが載っ

ているが、他の古い団地などは、

どのように検討されたのか。

Ａ　所管する部署の意見を取り入

れているが、ひまわり団地は今年

度、入居者の移転を進めているこ

ともあり、用途廃止、解体に向け

て進めているところで、この区分

としている。その他の団地につい

ても、解体や建て替えが想定され

るが、具体的に話が進むと改修だ

けでなく用途廃止、解体へ将来的

になるものもあると考えている。

現時点で解体が決定していないの

で、改修工事等の検討が必要なも

のに各団地は載せている。

Ｑ　平成８年の春日団地建設以

降、町営住宅は建設されていない。

担当部署は、資料の中で、今後の

具体的な展望をはっきりと示すこ

とが必要と思うが、どうか。

Ａ　平成 28 年度に公共施設等総

合管理計画を策定した。それを踏

まえ、今回 200 を超える公共施設

すべてに予算を付け、良いものに

するという状況にはないので、４

つの分類に仕分けをした中で、時

勢とともに環境も変わるので、計

画を見直し、より良いものにして

いく。今、個別具体の施設整備費

などの詳細が整理されていないの

で、いただいた意見については、

具体の施設整備に反映するように

努めていきたい。

[ 公共施設のあり方・大規模改修 ]

Ｑ　公共施設の大規模改修につい

て、財源はあるのか。

Ａ　大規模改修が必要なものとし

て、当別中学校と役場庁舎を最優

先とした。この後、それぞれの部

局と財政当局で施設の概要、規模、

場所の特定を改めてしなければい

けない。教育施設については、子

どもの出生動向も見ながら施設の

規模を考えていかなければいけな

い。そういった作業を部局と調整

しながら具体的な年度計画も含

め、作業に入っている途上である

ので、現在、規模、事業費という

ものはまだ示すことはできない。

Ｑ　いつくらいの時期か、目途は

立っているのか。

Ａ　具体的な時期は示すことはで

きないが、早急に大規模改修、建

替えも含め実施していかなければ

いけないと判断している。１年で

も早く着手できるよう計画をまと

めていきたいと考えている。

Ｑ　当別中学校が単独で、建て替

えを含めた大規模改修が必要なも

のとしてあがっているが、現在小

中一貫校を実施している中、4 校

は別々で建て替えるのか。

Ａ　今のところ、当別小学校と当

別中学校、西当別小学校と西当別

中学校それぞれで、小中一貫教育

を行っていく方針を立てているの

で、その方針でいく予定である。
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委員会報告

産業厚生常任委員会〈主な質疑内容〉

【６月 16 日】第３回定例会関係

北海道町村議会議長会表彰
　髙谷議員が、25 年にわたり議会制度の高揚と地域

の振興及び住民福祉の向上に尽くされ、地方自治の

発展に寄与された功績が認められ、北海道町村議会

議長会から表彰されました。

※平成 29 年第３回定例会初日、後藤議長（写真右）

から伝達を受ける髙谷議員（写真左）

〈経済部〉

[青年就農給付金事業の増額補正]

Ｑ　青年就農給付金事業につい

て、当初予算から増額となってい

るが、どのような理由か。

Ａ　１名の方が３月１日で認定さ

れたので、平成 30 年３月からの１

人分を増額補正するものである。

[ ドローンの活用方法 ]

Ｑ　補正予算のドローンの購入に

ついて、２台購入し、町の職員５

名をドローンの操作ができるよう

に養成するということであった

が、ドローンを今後どのように活

用するのか。

Ａ　確定ではなく、現在の想定で

あるが、まず、職員５名の養成に

ついては、防災の担当、不法投棄

を監視する担当、観光の担当、林

業の担当、それと商工課の担当を

想定している。また、ドローンの

活用方法は、先ほどお伝えした担

当職員が、公務において、実際に

ドローンを活用しながら、職務に

あたることを想定している。特に、

町の観光 PR のための動画撮影が、

即効性のあるものと考えている。

[ 農業委員会委員の選任 ]

Ｑ　従来は、選挙で 12 名、議会

推薦が１名、農協と土地改良区と

共済組合からの団体推選がそれぞ

れ１名、計 16 名であった。今回

は、農協改革の一環として、国の

規制改革の中で行われる、新しい

制度での初めての選任であり、今

回からは、公募や地区推薦となっ

たが、議員が議員を推薦し、農業

委員に選任することは、制度の趣

旨からいって、不適切ではないか

と考えている。評価委員会を開き、

この方は適正であると判断され、

選任されたと思うが、その評価委

員会の中では、どのような評価を

されたのか。また、今回の制度改

正では、半数以上は認定農業者を

入れ、利害関係のない人や青年も

入れるということになっていると

思うが、今回提案された方の中で

利害関係がない人は、おそらく女

性の方１人で、青年の農業者も選

ばれなかった。その経緯について、

説明してもらいたい。

Ａ　評価委員会の中では、議員

からの推薦が良いとかダメとか、

ルール上、そうはなっていない。

評価基準のとおり評価している。

また、法の改正後、議員に対する

考え方として、農水省の職員から、

議会議員が個人の立場で応募する

ことや議員を含む有志から推薦を

受けることに関して妨げるもので

はないとの見解が示されており、

それに準じて対応したところであ

る。利害関係の方については、12

月議会で 16 名とした定数条例が

議決され、１月 16 日から１ヶ月

間公募した。その中には、地区か

らの推薦の方や利害関係のない自

薦の方もいた。利害関係のない女

性が１名で、他に応募がなかった。

また、青年についても、１ヶ月を

経過しても、応募などはなかった。

Ｑ　議員の有志が推薦したからと

いって、議会という団体推薦には

ならない。どのように認識してい

るのか。

Ａ　議員という立場で評価してい

るわけではなく、長年農業に従事

していること、認定農業者で現職

の農業委員、農業団体の役員など

の職を務め農業の見識を持った人

材ということで、評価している。

また、６名の推薦者についても、

議員全体からの推薦というような

形でとらえているわけではなく、

一推薦者という形で評価している。

〈建設水道部〉

[公営住宅の民間資金活用 ]

Ｑ　昨年、住宅の改修について、

民間資金の活用を検討していたと

思うが、その進捗や状況は。

Ａ　公営住宅に係るＰＰＰ・ＰＦ

Ｉ導入事業という国交省の補助制

度を民間の会社が活用し、当別町

の公営住宅に係る今後の民間資金

活用のあり方について、「住みよ

い本町地区のあり方検討プロジェ

クト」という名称で、９月から２

月の間、様々なインタビュー、ヒ

アリング、ラウンドテーブルによ

る会議、ワークショップなどを経

て、３月 31 日付けで、国交省に

報告書が出されている。町がそれ

を受け、町営住宅の今後の建て替

え等に係る長寿命化計画の見直し

等の参考にしていきたいと考えて

いる。
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一般質問

人口減少と少子化対策について

山﨑　公司　議員

一般質問

町長
安心して子どもを生み育てられるサービスや環境
の充実に向けた施策の推進が必要である

　本町の人口は、1999 年 20,875 人
をピークに 17 年間減少が続いてい
る（4,415 人の減少は管内で最大）。
2015 年 10 月に発表された総合戦略
の目指す将来の目標人口は、20,000
人の達成を目指すとなっている。
① 2040 年達成とあるが、年齢３区
分別総人口の内訳を伺う。②人口
減少を止める目標年度と 2025 年、
2030 年の人口目標を設定すべきと
思うが伺う。③合計特殊出生率と出
生数の低下に対する対策を伺う。④
子育て世代の出産・医療・教育支援
を切れ目なく、現状の改善について
伺う。⑤若い世代の移住者で、町内
での住宅の新築や建売り住宅の購入
者に補助交付を実施してはどうか伺
う。⑥教育の向上が重要で、今後、
一般会計予算の中で教育関連を現状
の５％から 10％以上にすべきと考
えるが見解を伺う。
町長　①年齢３区分の内訳は、65
歳以上の高齢人口は 6,000 人、15
歳から 64 歳の生産人口は１万 900
人、０歳から 14 歳の年少人口は
3,600 人である。②総合戦略策定時
の人口ビジョンでは、５ヵ年ごとの
目標人口を定めており、総合戦略の
各プロジェクトの施策効果が現れ始
め、人口減少に歯止めがかかるの
は、2020 年と見込んでいる。その
後は、人口が増加に転じるものと想
定しており、2025 年には１万 6,386
人、2030 年には１万 7,250 人と見
込んでいる。③総合戦略の子育て世
帯応援プロジェクトで掲げている、
妊娠、出産、子育て、保育、教育な
ど子どもの成長過程全般にわたる総
合的支援を実施し、安心して子ども
を生み育てられるサービスや環境の
充実に向けた施策の推進が必要であ
ると考えている。④昨年度から妊産
婦健康診査等交通費助成事業等を実
施し、生後４ヶ月から３歳児までの
乳幼児健診に加え、全ての５歳児を
対象に健やかな成長発達の確認や育
児相談を開始した。また、出産後
の育児サポートの利用促進として、
ファミリー・サポートシステム事業
において、会員相互の交流会の開催
などにより、これまで以上の利用促
進を図るべく、取組んでいる。これ

らの他、幼児教育・保育期から義務
教育期へのスムーズな移行を実現で
きるよう、担当部局を教育委員会に
一元化し、小中一貫教育につなげて
いく体制を構築した。⑤町への移住
や定住、出生数向上の有効な手法と
考えるが、実施時期については、新
たな分譲マンションの建設や宅地開
発のプロジェクトに合わせるような
形で考えていくべきものと判断して
いる。⑥ここ数年、児童生徒一人当
たりの教育費は、年々拡充してきて
いる。歳出の構成比率は判断要素の
ひとつとなるが、比率にとらわれる
ことなく、今後も教育の向上に向け
た取組みを進めていきたい。
【再質問】①人口減少の課題要因の
解決に向け、４つの大きな基本目標
の内、今後、何を重点的に進めるの
か伺う。②人口減少の中でも、経済
の活性化が可能との考え方もあるが
当別には人口増加が必要かを伺う。
町長　①相互に関連しており、全て
重点的に実施しなければ人口減少に
歯止めをかけることはできないもの
と認識している。②経済の活性化の
ためには、消費が不可欠であり、町
内の経済循環を高めるためには、人
口を増加させることが必要である。
「食品ロス」削減の啓発について
　国内における年間の食品廃棄量
は、約 2,800 万トン、本来食べられ
たはずの「食品ロス」は、約 632 万
トンと言われている。
①行政として、町民への食品ロス削
減の意識づけや行動として具体的に
どの様な啓発をしているか伺う。②
学校給食での「食品ロス」の現状と
その対応について伺う。③学校教育
の中で、食育・環境教育を通して「食
品ロス」削減について、どの様な指
導をしているか伺う。④町の災害用
備蓄食品の消費期限の対応について
伺う。
町長　①国をはじめ、道や各自治体
の取組みを参考にしながら、町民の
皆様に対し、食品の無駄の無い消費
を呼びかけ、家庭ごみの減量にもつ
ながるよう啓発を実施したいと考え
ている。④計画的に配備し、期限が
切れる前に、町内での防災イベント
等において、有効に活用しているの

で、「食品ロス」は発生していない。
教育長　②食べ残しは、平成 27 年
度に公表された国の調査では、児童
生徒一人当たり年間 7.1 ㎏であり、
当別町も同程度と推測している。食
べ残しと調理残渣は、高温好気性バ
クテリアにより分解処理している。
③家庭科や生活科、特別活動の時間
を活用しての指導、栄養教諭による
食育の特別授業での啓発など、多く
の取組みを通じ指導している。
【再質問】生ゴミの利活用（飼料化・
堆肥化・バイオマス化）の検討はな
いか伺う。
町長　一昨年、町民主導による有機
性廃棄物についての勉強会が立ち上
がったこともあり、この勉強会と連
携しながら利活用についての検討を
進めていく。
道の駅について
①９月 23 日のオープン前に、プレ
オープンは実施しないのか伺う。②
防災拠点として、十分整備されてい
るか伺う。③従業員の確保と事前の
研修は、予定通り進んでいるのか伺
う。④９月以降の年内のイベント計
画について伺う。⑤姉妹都市のＰＲ
と商品確保の計画について伺う。⑥
クレジット及びポイントカードの導
入について伺う。⑦コミュニティバ
スの新たな路線について伺う。
町長　①工事の進捗状況次第である
が、現時点では、プレオープンが可
能と考えている。②吹雪時の退避場
としては、24 時間トイレ等で、オー
プン時より役割を果たすことが可能
である。一方、地震等の他の災害時
に必要となる機器や物資は、今後の
道の駅の入込み状況等を踏まえ、順
次、整備していくこととなる。③経
営に携わる職員は既に確保し、それ
以外の販売員や事務員は、既に、一
部募集している。今後、募集する
方々の要綱も既に準備が整ってい
る。また、研修は、独自で実施する
ものの他、一部の企業からの協力も
あり、計画通り準備を進めている。
④グランドオープン時の姉妹都市名
産品フェアや 10 月のレクサンド市
訪問に合わせた北欧フェア、クリス
マスやお正月などの季節催事を想定
している。⑤商品確保は、詳細を詰
めているところであり、そのＰＲは、
パネル展示などを予定している。⑥
クレジットカードは、導入を予定し
ている。ポイントカードは、マネー
チャージ方式のポイントカードが有
効と考えており、現在、検討を進め
ている。⑦新路線は「西当別道の駅
線」と名付け、１日８便程度とし、
開業にあわせ実証運行が開始される
予定である。

その他の質問
有料老人ホームについて
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駅を完成までこぎ着けたこと。当別

町農業 10 年ビジョンを策定したこ

と。小中一貫教育を導入したこと。

ふるさと納税を大幅に増額し、町の

独自施策の財源にできたこと。太陽

光発電プロジェクト・木質ペレット

ボイラーを導入したこと。などと思

料している。②具体的な実績として

は、今年４月に、メガソーラー発電

所の誘致が実現し、昨年９月には、

コメリがオープンし、今年８月には、

ホーマックニコットがオープンする

予定である。再生可能エネルギー施

策の推進に大きな弾みをつける誘致

を実現したほか、町民の生活利便性

の向上、町内での経済循環といった

意味では、大きな意義があるものと

考えている。③新しい事業の前進に

ついては、先ほどの事業の他に、再

生可能エネルギー事業として、町と

バス運行事業者で設置した下川町の

太陽光発電施設の売電益をコミバス

事業に還元する事業、総合体育館に

ペレットボイラー、太陽光パネル及

び蓄電池を設置し、さらにはアリー

ナのＬＥＤ化も実施した。その他に

も、子ども発達支援センターの建設

や社会体育施設の指定管理者制度導

入など町民の利便性向上に資する新

規事業を実施している。また、町営

住宅については、長寿命化計画に基

づく、もみじ団地の入居者移転・解

体なども前倒しで実施し、維持管理

についても、屋根塗装などの修繕を

はじめ、必要箇所の補修は恒常的に

行ってきた。④今までの議会で、繰

り返し答弁してきたが、道の駅は、

当別町の産業発展の起爆剤になるも

ので、町の経済を底上げする事業に

なるものと確信している。「そうな

らないときは、どうするのだ」と言

われるが、「そうするためには、ど

うするか」の視点で、あらゆる角度

から精査をし、計画づくりを進めて

いるところである。

一般質問

当別町行政推進員会議での町の説明・
添付された資料は適切だったか

澁谷　俊和　議員

町長
推進員の理解が深まるよう、丁寧な説明にも、引
き続き努める

行政推進員会議の様子（５月 26 日）

　当別町の行政を円滑に進めるため

にも行政推進員の皆さんの協力は欠

かせない極めて大事な位置付けに

なっている事は論を待たない。

　さて、５月に開かれた行政推進員

会議で、担当者から、行政推進員は

臨時の特別職に当たる地方公務員で

あることや公務員は政治活動が制限

されていることなど説明があった。

渡された資料（行政推進員制度につ

いて）には「（４）身分として　非

常勤特別職の地方公務員となり、身

分上の制限として、守秘義務及び地

位を利用しての政治活動の制限等が

あります」と書かれ、地方公務員法

第３条第３項と但し書きがあった。

しかし、第４条には、特別職に属す

る地方公務員には適用しないと規定

されているが、これが掲載されてお

らず、説明もなかった。３条に続い

て４条を掲載していれば誤解を招く

ことはなかったのではないか。更に、

説明に当たった者が「選管事務局も

兼ねているので」とワザワザつけ加

えたことは、折しも、町長選に立起

表明している人が町内会長であった

ことから、他の町内会長（行政推進

員）への牽制と疑問を抱いている者

もおり、不適切ではなかったか。

　町としてきちっと訂正するなり追

加資料を出すなり釈明すべきと思う

がいかがか。

町長　選挙活動における地位利用の

禁止については、公職選挙法第 136

条の２において、国もしくは、地方

公務員は、その地位を利用して選挙

運動をすることができない旨規定さ

れている。行政推進員は地方公務員

法で規定する非常勤特別職の地方公

務員であるので、同法第４条第２項

の規定にかかわらず、公職選挙法の

地位利用の禁止規定の適用を受ける

ことになる。配布された資料は、行

政推進会議終了後に開催された行政

推進員連絡協議会総会時に同協議会

の事務局である町総務課が使用した

ものである。議員ご指摘のとおり、

この資料には、地方公務員法第４条

第２項の除外規定や、公職選挙法第

136 条の２について明記されていな

いことで、わかりにくくなっている。

今後、もともとの記載に加えて、今

申し上げた根拠条文についても追記

するなど、改善する。なお、配布さ

れた資料は、８年以上前から、毎年

使用されてきたものであり、今年に

限り特別に使用したものではない。

担当者の説明は、それぞれの行政推

進員が、その言動によっては、みな

等しく法に抵触する可能性があるこ

とについて、注意喚起をしているも

のである。繰り返しになるが、行政

推進員は公職選挙法による地位利用

の禁止規定に該当するので、推進員

の理解が深まるよう、引き続き丁寧

な説明に努めていく。

宮司町政４年の評価について

①町の優位制を存分に活かした施策

の展開について、具体的にやってき

た成果は。②最大の公約である外か

らの企業誘致はどうだったか。その

ことで産業の活性化を図り町の収入

源を増やすとした点は。③町民の生

活の質の向上に向けて、役場が一緒

に知恵を出し合うそんな役場にして

いきたいと言ってきたが、この４年

間、企業誘致や図書館設置など新し

い事業に前進はあったのか。また、

長年放置されてきた町営住宅の改善

はどうだったのか。④道の駅で稼ぐ

まちにと言ってきたが、そうならな

いときは町民に税金としてはね返っ

てくる。「やってみないと分からな

い」では無責任だ。その時は、町長

は責任を取る決意はあるか。

町長　①具体的な主なものは、道の
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一般質問

子ども医療費助成を通院費まで拡大す
べきと考えるが、いかがか

鈴木　岩夫　議員

町長
様々な施策を検討し、事業の効果を精査しながら、
対策を考えていく

したうえで、通知書を送付しており、

現時点においては、簡易書留郵便へ

の変更は考えていない。③マイナン

バー法の制定趣旨に従って、粛々と

事務を執行していくのが、我々行政

の立場である。

核兵器廃絶・平和都市宣言について

①北朝鮮の核開発を世界の世論で止

めさせる点でも、今、行うべきと考

えるが伺う。②国連における核兵器

禁止条約の採択に消極的な日本政府

を後押しする点でも、今、行うべき

と考えるが伺う。

町長　①②北朝鮮への抗議は、既に

世界の世論となっており、一地方自

治体が宣言を行うことの効果は少な

いと考えている。同様に、我々地方

自治体の宣言が核兵器禁止条約交渉

への政府の対応を積極的にするよう

な効果は見出せないと考える。「真

に平和を希求する町民の思い」は、

時間をかけて醸成し、町民総意のも

とに効果的な時機に行うべきと考え

ている。

排水路の整備について

　当別川と材木川の合流点における

堆積土と雑木撤去事業、国道 337 号

両側排水の草刈り事業の開始は、い

つになるか伺う。

町長　堆積土と雑木撤去について

は、道で管理しているエリアであり、

流下などに支障が出る場合に雑木の

撤去を行うとの確認をしている。な

お、現在は河道確保の工事を７月末

までに終える予定で行っているとの

ことである。次に、国道 337 号の草

刈りについては、こちらは国が管理

しており、６月末を完了予定として、

現在、作業を行っているとのことで

ある。

広報とうべつに掲載されている
急病時の相談先

「総合戦略」について

（安心して住み続けられる町・住ん

でみたい町をめざして）

①子ども医療費助成を通院費まで拡

大すべきと考えるが、いかがか。②

夜間・休日診療体制の維持継続につ

いて、現状の認識と今後の取組みに

ついて伺う。③商工業振興・移住促

進・空き家対策などからも、住宅リ

フォーム制度を実施すべきと考える

が伺う。④道の駅の運営に関して農

業者・町民に情報を公開し利用をど

う拡大するか、農業者・町民の声に

耳を傾け柔軟な姿勢で対応していく

べきと考えるが伺う。⑤道の駅を核

としたまちづくりに際し、町内にあ

る観光資源の保護・活用を大いに行

うべきと考えるが伺う。⑥当別川・

石狩川合流地点自然再生公園の整備

について、国に対して積極的に要望

をすべきと考えるが伺う。

町長　①子育て世代を呼び込む方策

として、医療費の助成拡大もあるが、

その他に保育所や学校給食の無料

化、住宅取得の支援などが考えられ、

様々な施策を検討し、事業の効果を

精査しながら、対策を考えていく。

②現在、平日は 21 時、土日祝日は

17 時まで診療を受けられるよう町

内の５医療機関で輪番制を組んでい

ただき、救急当番医の体制を確保し

ている。また、これらの時間帯以外

で受診する方へは、全道の救急医療

情報システム等の問い合わせ先を広

報とうべつに掲載し、周知を図って

いる。年々、医療機関が減っている

中で、現体制を維持することは厳し

い状況であるが、地元医師会と連絡

を密にし、ご協力をいただきながら、

今後も、現体制の維持、確保に努め

る。③種々あるリフォームの目的が

ある中で、どのようなものを対象と

することが効果的であるのか、また、

限られた財源をより効果的・効率的

に活用するため、他の定住人口増加

に向けた施策との優先度の比較、効

果的な実施のタイミングなど十分な

議論が必要と考えるので、これらの

ことを踏まえ、今後検討する。④議

員ご発議のとおり、それは非常に重

要と認識しているが、道の駅の運営

上、最も重要なことは、売れる物を

店頭に取り揃えることであるので、

購入側の町民の様々な意見を、供給

側である農業者に、常に情報提供を

行い、柔軟に対応できる供給体制を

構築し、利用の拡大を図りたいと考

える。⑤本町が有する観光資源の保

護、活用は必要不可欠なものである。

これらの観光資源への人の流れをつ

くり、魅力ある本町のまちづくりを

実現していきたいと考える。⑥現在

は、北海道開発局がワークショップ

を設立し、自然再生地の現地調査や

利活用のあり方について議論をして

おり、役場も委員として参加してい

る。自然再生地の環境整備と秩序あ

る利活用を進めるために、町として

もワークショップに意見・要望して

いく。

マイナンバー制度について

①住民税特別徴収業務で、誤送付な

どによる情報漏えい事故・トラブル

の発生はなかったか伺う。②事故を

防ぐうえでも、せめて簡易書留便の

発送にすべきと考えるが伺う。③シ

ステム改修費用に対する巨額な投入

は、自治体にメリットはなく、制度

の廃止を国に求めるべきと考えるが

伺う。

町長　①約 1,800 件の事業者に通知

書を送付しているが、誤送付による

情報漏えい事故やトラブルなどは、

発生していない。②簡易書留郵便に

よる送付をしないまでも、情報漏え

い事故を防ぐための対策として、新

たに、封筒の表面に注意書きを追加
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一般質問

町民の合意形成や町民参加は町政運営
にどのように活かされているのか

佐藤　立　議員

町長
町民一人ひとりからご意見やお知恵をいただくこと
は、町政を進めるうえで、最も大切なことである

の駅とうべつ」は、その経営は運営

会社が行う一方、多くの町民が道の

駅に主体的・長期的に関わる仕掛け

を整えることが設置者である町の責

務。町民参加の観点から道の駅プレ

オープンや開業行事について今後の

予定を伺う。

町長　阿蘇公園の遊具更新について、

長寿命化計画自体は、子育て世代で

ある当別町ＰＴＡ連合会や子ども会

育成会などからご意見をいただき、

昨年作成した計画である。今年度は、

国の補助を活用し、新しい遊具に入

れ替えるべく、既に、実施設計を発

注し、取り進めている。来年度につ

いては、早い時期での完成を目指し

進めていく。また、当然のことなが

ら、ご要望についてもその都度対応

する考えである。次に、道の駅のプ

レオープン並びに開業行事について、

開設当初から、多くの町民に参加い

ただくことは、道の駅の成功に必要

不可欠であると考えている。また、

町民参加には、農業者、商業者、こ

れらの所属団体など道の駅で商品販

売を行う供給者としての参加と消費

者としての参加があるが、まず、道

の駅への商品供給により、町の活性

化を実現するという意識を持った協

力者を増やすことが、なにより優先

すべき事項と考えている。このため、

供給者となりうる方々を対象とした

内覧会やプレオープンの開催、また、

既に供給者となられている方々との

意見交換などが必要と考えている。

もちろん、消費者としての町民参加

も重要であるので、消費者の購買意

欲をかきたてる催しも、今後、プレ

オープン、グランドオープンの行事

に加えられるよう、具体的な内容を

検討していく考えである。

【再質問】　長く道の駅を町民にも応

援をしてもらうため、子どもたちを

巻き込んだ事業運営が重要になって

くると考えるがいかがか。

町長　道の駅を盛り上げるために、

子どもたちを巻き込むことは、非常

に重要な手法であり、子どもたちが

参加する機会やイベントを可能なか

ぎり行っていきたいと考えている。

合意形成・町民参加の現状は。

町政運営における合意形成・町民参

加の現状について

　平成 19 年に策定された当別町の

「協働の指針」は、行財政改革の一

環で策定され、その主眼は財政再建

にあった。協働や町民参加が、負担

の押し付けという否定的な意味をも

持ってしまったことも事実である。

　協働や町民参加の本来の目的は何

か。そのためには、合意形成という

概念から整理する必要がある。合意

形成の目的は、「政策関係者間の信

頼醸成」である。これまで一般的で

あった「説得・教育・啓蒙により町

民に受け入れさせる」という目的か

ら大きく変容した。

　合意形成の目的が「信頼醸成」で、

手段として町民参加がある。町民参

加は、最も関与が弱い情報提供から、

協議、関与、協働、最も参加度合い

の強い権限付与まで５段階ある。政

策に関与する当事者間の信頼醸成と

いう目的に照らして、最も適切な方

法を実施することが必要。当事者間

の信頼醸成を目的とした町民参加

は、町職員の努力の結晶である町の

政策の効果をより高め、政策目的達

成により近づくことに寄与する。

　現在、当別町では町民の合意形成

や町民参加は町政運営にどのように

活かされているのかを伺う。また、

合意形成・町民参加の一つの手法で

ある、パブリックコメント（意見公

募）とパブリックインボルブメント

（町民参画）の実施状況と結果の公

表状況について伺う。

町長　町民の行政への参画について

は、総合戦略などの各種計画の策定、

施設の建設など重要な政策を進める

うえで、関係する町民の皆様から意

見を伺い、適切に反映させてきた。

また、町政懇談会の場面で、町民の

皆様から意見を直接伺うといった、

いわゆるパブリックインボルブメン

トの手法により、合意形成に努めて

きた。このように、できる限り意見

を伺い、合意形成を図るよう努めて

きたところであるが、案件によって

は、このような手法になじまないも

のもあり、全てのことに対して、合

意形成・町民参加を図ることはなか

なか難しい現状である。次に、パブ

リックコメントとパブリックインボ

ルブメントの実施状況と結果の公表

については、私が町長に就任してか

らの実績でいうと、パブリックコメ

ントは、各個別計画策定など９件実

施しており、全て策定経過とともに

町広報及びホームページで結果を公

表している。また、パブリックイン

ボルブメントの実績については、パ

ブリックコメントの実績に加え、町

政懇談会は、毎年実施しており、さ

らには、構想や計画策定の際に設置

した協議会、加えて、総合戦略策定

時の関係団体との意見交換、ふれあ

いバスにおけるデマンド型路線の導

入やＪＲ札沼線問題に関する関係地

域への説明会など、様々な分野の取

組みにおいて、合わせて数十回にわ

たり実施しており、パブリックコメ

ントと同様、町広報ホームページに

て、結果を公表してきている。聞か

せてご意見や町民の皆様が主催する

会議や催しなど、数えると年間 170

回以上にも及ぶ場面で町民の方々と

対話する機会がある。町民一人ひと

りからご意見やお知恵をいただくこ

とは、町政を進めるうえで、最も大

切なことであると認識している。

【再質問】　パブリックコメントの結

果公表は、担当部局によりばらつきが

あるので統一基準が必要ではないか。

企画課長　企画課において、パブ

リックコメントの手法を一定程度指

示しており、ご質問やご意見の件数

や内容などについては、統一的な基

準により公表しているが、掲載期間

については、担当課の判断に任せて

いるのが現状である。今後は、適正

な公表期間など、担当課と協議しな

がら検討していきたい。

合意形成・町民参加の具体的取組に

ついて

　阿蘇公園木製アスレチック更新事

業のこれまでの進捗状況と今後の予

定を伺う。

　今年９月に開業する「北欧の風道
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一般質問

ピロリ菌対策　胃がんリスク検診の導
入について

五十嵐　信子　議員

町長
胃がんとピロリ菌の関連性や予防・治療等につい
て、町民の意識を高める施策を実施していきたい

通院医療費の助成対象年齢拡充は。ピロリ菌のイメージ（本人提供）

　胃がん患者の 95％がピロリ菌に

感染しており、ピロリ菌を除菌する

ことが、胃がんを予防すると言われ

ている。ピロリ菌感染の有無を調べ

るための胃がんリスク検診があり、

簡単な血液検査によって行うことが

できる。

　また、ピロリ菌は、ほとんどが５

歳以下の乳幼児期に、家族などから

の経口感染で長い時間をかけて徐々

に胃を荒らし、胃炎や胃がんを引き

起こすため、感染している場合は、

なるべく若い時期に除菌治療をする

ことで予防する効果がある。

　この検査によって胃がんの予防、

また、医療費の抑制につながると考

える。

①血液による簡単な検体検査である

ので、ピロリ菌の有無検査の申し込

みを特定健診と同時にできるように

してはどうか伺う。

②胃がん予防となる感染検査の促進

方策として、40 歳～ 70 歳までの５

歳刻みの年齢を対象に無料クーポン

の配布、もしくは検査費用の一部公

的負担はできないか伺う。

③中学生の授業においても病気やが

んのことにふれる機会のある時期に

検査を行うことは、がん検診の必要

性を考える良い機会となる。胃がん

対策の充実と子供達の健康を守るた

め、中学２年生を対象に任意で尿検

査の尿を用いてピロリ菌の抗体検査

と除菌を無料で行ってはどうか伺う。

町長　①②③議員ご指摘のとおり、

ピロリ菌の感染が胃がんの発症に大

きく関わっていると認識している。

道内の自治体でも２割程度の自治体

で、既に、実施されている状況でも

ある。ただ、町として、現段階では、

受診者が限られている特定健診と同

時ではなく、血液検査や尿検査など、

簡易なピロリ菌検査の実施方法や検

査費用の公的負担について、また、

中学生へのピロリ菌検査と除菌につ

いては、教育委員会との協議を踏ま

え、導入すべきか検討する必要があ

ると考えている。また、町にとって、

身近な存在である北海道医療大学の

学長は、ピロリ菌の世界的権威であ

る。医療大学及び学長の協力を得て、

講演会を開催するなど、胃がんとピ

ロリ菌の関連性や予防・治療等につ

いて、町民の意識を高める施策を実

施していきたいと考えている。

通院医療費助成対象年齢拡充について

　去年８月より医療費の立替払いが

不要となり更に入院費が高校生まで

無料となったことで喜びの声も届い

ているが、やはり通院費の年齢拡充

を望まれる声が多い。

①現在まで何名の方が入院費の助成

を受けられたのか伺う。

②現在、通院費の助成は小学校就学

前までだが、小学校へ上がった児童

は、環境の変化や、まだまだ自己管

理もできず病気になりやすい。受診

の際の交通費も含め子育て世代の経

済的負担は大きい。段階的な拡充も

考慮し、年度ごとにしっかりと予算

を確保して、子育て世代からも選ば

れる当別を目指すべきと考えるが町

長の考えを伺う。

町長　①昨年度、入院費の助成対象

となった方の数は、延べ 60 名であ

り、合計 224 万円の助成をしている。

このうち、入院費の助成対象年齢を

引き上げた昨年８月から新たに助成

を受けた方は、延べ 16 人で、合計

45 万円の助成となっている。②乳

幼児医療費の助成事業は、子育て世

代を呼び込むための有効な事業の一

つと認識しており、議員ご発議のよ

うに、段階的に助成を拡大する方法

が望ましいのか、一度にインパクト

のある施策とすることが良い結果を

生むのかなど、その効果を見極めた

うえで、方策を検討していく。
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〈対象者〉　子 育 て 世 代

第９回当別町議会報告会
　当別町議会は、議会改革の一環として、より開かれた議会を目指すため、平成 29 年４

月 18 日と４月 21 日の２日間、ゆとろと西当別コミュニティーセンターで、議会報告会を

開催しました。

　今回は、第８回に引き続き、「子育て世代」を対象とし、議会報告の後、「少子化と人口

減少問題について」というテーマにより懇談を行い、参加者の方から多くの意見や要望な

どをいただきました。

( 育成会・ＪＡ青年部・商工会青年部・ＪＣ・４Ｈクラブ・小中学校ＰＴＡ役員 )

■町・教育委員会に要望する件■

（観光資源としての活用は。）

（就農につながるような支援は。）

（当別中学校前の下川教員住宅）

どうする少子化・人口減少・・・
～子育て世代と懇談～

【移住】

○小学校の教員、役場や農協の職

員には町内に居住する様にして欲

しい。

【移住（教育・子育て支援）】

○子育て世代が家の新築や土地購

入をする際に補助や助成を行うこ

とを検討してほしい。

○子育て世代から家族で住む場所

がないと聞く。アパートの家賃が

札幌市並に高いので、家賃助成が

あると助かる。

【起業・就労支援】

○就労支援、新規参入、起業支援

などを行い、当別町に新たに定住

できる人を増やせば人口減少に歯

止めがかかる。若者の間には起業

志向が強まっていると感じるの

で、これらの支援制度を設けては

どうか。また、就労支援について

は、人手不足で募集に苦労してい

る農家もある。町としても広報に

も力を入れてほしい。

○就農や起業したいとき、町外か

ら入るにはハードルが高いと聞く。

【観光】

○当別ダムを観光資源として活用

してはどうか。

【教育】

○「当別町の教育はすごく良い」

と思ってもらえれば、多少お金を

出してでも当別にくるのでは。小

中一貫教育のメリット・デメリッ

ト等の内容をもう少し詳しく丁寧

にＰＲしてほしい。

○札幌から若い人を呼び込むに

は、学力が必要。特色のある英語

などのプログラム。勉強について

いけない子をフォローするプログ

ラムを取り入れる。教育関係の予

算を増やしてほしい。

○学校教育で、町の基幹産業農業

の体験作業ができ、興味を持つ子

が将来就農しやすい支援があると

面白い町になる。

○美術に特化している音威子府美

術工芸高校のように「農業を学ぶ

とすれば当別」というものを作る

と農業を志す者は集まる。

【教育・子育て支援】

○文房具が町内で手に入りにく

い。ノートは学年で指定されるの

で、せめて指定のノートだけでも

町内で買えるようにしてほしい。

○ＪＲを利用する高校通学で定期

代の一部助成を実施することで、

家庭の負担が減り、子育てへの積

極性をアピールできる。

○町外から当別高校に通う生徒に

１年間限り半額または３割の助成

をすると良いと思う。

○小中一貫校を作るのであれば、

その中に図書館を併設すると良い。



議会だより 13No.190

議会報告会

■議会に要望する件■

（教育費の予算精査を要望する。）

（第２子の保育料の助成は。）

（現在の阿蘇公園の遊具）

（スウェーデン大通の街灯）

▲

○自習の場として図書館を使う。

漫画や談話ができるようになれば

楽しい施設となる。

○学校やプレイハウスに併設し

て、親の待合や読書などに利用し

やすい。

○当別町で出産・子育てをするに

は、出産・保育園・小学校などそ

れぞれの段階でどれくらい費用が

かかるのか、どのような補助制度

があるのかといったライフシュミ

レーションを作成・公表してはど

うか。待機児童がいないことなど

当別町で子育てをすることのメ

リットも併せて記載するれば、こ

れから子どもを産みたいという若

年世代への良いＰＲにもなると考

える。

○教育や子育て支援に他自治体よ

り多くの予算をまわしてはどうか。

【子育て支援】

○幼稚園や保育園の第２子助成で

長子との年齢が離れても助成があ

ると次の子供を作りやすい。

○１子が卒園してしまったら、次

の子が入るときは、また１子とな

るということは考えていかなけれ

ばいけないと思う。

○妊産婦への補助など出産・子育

てに対する支援制度について、妊

娠前の若年世代への情報提供や、

妊娠時の情報提供を徹底してほし

い。出産時に岩見沢の病院で初め

て聞いた制度もあった。

○夜間の当番医のなかに子どもを

診てくれない病院がある。そうい

う時は江別につれていくが、どう

にかならないか。

○産前産後の受診の際、家族が運

転できない時はタクシーを使う。

補助制度やボランティアによる送

迎サポート、付き添いボランティ

アなどの仕組みがあると安心する。

○不妊治療に対する町独自の助成

を検討してほしい。

○子育てしたいと思う環境とし

て、薬局など買うところがほしい。

子供急病時に対応できる小児科が

あれば良い。

【公園】

○遊遊公園の導入路に大きな水溜

りができるので、道路、歩道整備

をしてほしい。

【公園（教育・子育て支援）】

○阿蘇公園の木製アスレチックの

更新事業については、早急に子育

て世代との打ち合わせをしてほし

い。また、木製アスレチック周辺

は見通しが悪く変質者が出没する

ので対応を検討してほしい。

○本町地区の公園は噴水や遊具の

老朽化が進んでいるので改善して

ほしい。噴水と水路は小さな子が

落ちているのを目撃した。改善の

際は、子育て世代の意見を重視し

た設計をしてほしい。特に母親の

意見を聞く機会を設けてほしい。

妻は、子どもを連れて遊びに行け

る公園はあいあい公園しかないと

言っている。

○あそ雪の広場開催後にグラウン

ドに雪像の雪が遅くまで残ってい

る。雪解けが遅くならないように

対処してほしい。またゴミが沢山

おちていて親子でゴミ拾いをして

いるが今年は特に汚かった。あわ

せて対処してほしい。連休前の掃

除では間に合わないので、もっと

早くお願いしたい。

【商業】

○標茶町では子供への医療費を申

請すると町内で使える商品券で全

額還付され、町にもお金が落ちる

ので良い話。本町地区の商店街で、

年々お客が減り、アルバイトの人

も減り、営業時間を短縮したり、

店主からこの先への不安を聞く。

【農業】

○ＪＡいしかりで行っているグ

リーンサポーター制度が当別にも

あってほしい。

【町道整備】

○スウェーデン通の街灯のＬＥＤ

化について、中学校から獅子内の

団地まで整備してほしい。

【歩道整備】

○道道 81 号線は、上当別付近で歩

道が無い。南１号線は堤防から歩

道が無い。自転車に安心して乗れ

るよう北海道に働きかけてほしい。

【教育・子育て支援】

○学校の施設に関して教育委員会

は予算のことで蹴ってしまう。学

校側の要望を教育委員会は精査し

ているのか？議員には予算に対し

ての精査を要望する。

≪議会としての今後の方向性≫

総務文教常任委員会または議員

個々が理解を深め、今後、常任委

員会でも協議していきたい。
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編　集　後　記

議会のうごき（平成 29 年５月～平成 29 年７月）

　　６月から２名の委員が入れ替わり、 新たな議会広報特

別委員会となりました。 この第 190 号が最初の議会だ

よりです。

　　これまでの議会改革の流れを踏まえ、 より読みやすく

分かりやすい議会だよりを目指してこの２年間議会だより

を編集してまいります。

　　また、 より良い議会だよりのためには皆様からのご意

見 ・ ご要望も欠かせません。 お気づきの点がございまし

たら、 どしどしお寄せくださいませ。

議会広報特別委員会委員一同

５月２日

５月 10 日

５月 11 日

５月 12 日

５月 17 日

５月 18 日

５月 24 日

５月 26 日

５月 29 日

６月２日

６月７日

６月 14 日

６月 15 日

６月 16 日

６月 17 日

６月 19 日

６月 20 日

６月 21 日

６月 26 日

７月４日

７月５日

７月 10 日

７月 12 日

７月 14 日

７月 21 日

７月 24 日

会派代表者会議
倶知安町議会行政視察来庁
静岡県長泉町議会行政視察来庁
宇和島市議会行政視察来庁
会派代表者会議
茨城県高萩市議会行政視察来庁
福岡県北九州市議会行政視察来庁
宮城県南三陸町議会行政視察来庁
会派代表者会議
議会運営委員会
会派代表者会議
議会運営委員会
議会運営委員会　議員協議会
平成 29 年第３回定例会
総務文教常任委員会
産業厚生常任委員会

宇和島市議会議長表敬訪問
平成 29 年第３回定例会
総務文教常任委員会
平成 29 年第３回定例会
議会運営委員会　議員協議会
平成 29 年第３回定例会
議員協議会　議会広報特別委員会
石狩町村議会議長会研修会
議会広報特別委員会
北海道町村議会議長会研修会
秋田県羽後町議会行政視察来庁
議会広報特別委員会
東京都西東京市議会行政視察来庁
議会広報特別委員会
山形県議会行政視察来庁
議会広報特別委員会

  【議会広報特別委員会】
委 員 長　　古　谷　陽　一
副委員長　　佐　藤　　　立
委　　員　　秋　場　信　一
委　　員　　鈴　木　岩　夫
委　　員　　五十嵐　信　子

▲
当別町議会定例会開催予定　次回は９月５日から予定しています。

※本会議や各委員会は、傍聴できますので、是非お越しください。なお、日時に
　ついては、　決まり次第、当別町議会ホームページへ掲載します。
　（当別町議会ホームページ　http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/gikai）

▲

本会議の様子をユーストリームにより映像配信していますので、是非ご覧ください。
※詳しくは、当別町議会ホームページからアクセスしてください。
　（当別町議会ホームページ　http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/gikai/9348.html）

◇ご意見ご感想をお寄せください◇

　議会だよりについてのご意見ご感想をお

寄せください。今後の編集の参考にさせてい

ただきます。

講演を行う匂坂圭子氏

石狩町村議会議長会議員研修会（６月 26 日）

北海道町村議会議長会議員研修会（７月４日）

　北海道町村議会議長会主催の議員研修会が札幌コンベン

ションセンターで開催され、慶応義塾大学経済学部教授金子

勝氏が『トランプ政権と日本経済－地域経済への影響は？』、

日本放送協会解説副委員長島田敏男氏が『日本政治の昨日・

今日・明日』と題し、講演が行われました。

　石狩町村議会議長会主催の当別町議会と新篠津村議会合同

の議員研修会が当別町で開催され、北海道石狩振興局産業振

興部地域産業担当部長匂坂圭子氏による「道における働き方

改革とワークライフバランスの取組みなどについて」と題

し、講演が行われました。

研修を受けている様子


